
教育 福祉 ○
保健
医療

矯正
更生
保護

雇用 警察 その他

機関名・施設名

所在地

電話

Ｅメール

ウェブサイト

受付日時

対象年齢

面接 ○ 訪問 ○ 電話 ○ ＦＡＸ Ｅメール オンライン ○

専門職等

対象地域

費用

予約

アクセス

駐車場

刈谷市役所次世代育成部　子育て推進課

　〒４４８‐８５０１　刈谷市東陽町１‐１

　０５６６‐６２‐１０６１ ＦＡＸ 　０５６６‐２４‐３４８１

▲ウェブサイト

　ksuishin@city.kariya.lg.jp

　https://www.city.kariya.lg.jp/（刈谷市ホームページ）

　月曜日～金曜日 ８時３０分～１７時１５分（祝日・年末年始を除く）

  おおむね１８歳までの児童とその家族

支援内容

１.相談に関すること

　虐待・子育ての悩み等についての相談（オンライン相談あり）

▲オンライン相談

　ひとり親家庭についての相談（オンライン相談あり）

　配偶者からの暴力（ＤＶ）相談（１８歳未満の児童がいる家庭）

２.支援に関すること

　ショートステイ（子育て短期支援事業）

　あり

　はぐみんカード（子育て家庭優待事業）  

　保育士、保健師、教員ＯＢ

　刈谷市

　無料

　不要（オンライン相談は要予約）

　ヤングケアラーに関する相談

　ひとり親支援
　　・児童扶養手当、愛知県遺児手当、刈谷市遺児手当
　　・自立支援教育訓練給付金　　　 ・高等職業訓練促進給付金
　　・公正証書等作成費用給付金　　・家具転倒防止器具の取付
　　・ひとり親家庭等日常生活支援　  ・ＪＲ通勤定期券割引制度
　　・母子父子寡婦福祉資金の貸付

　刈谷駅（ＪＲ・名鉄）南口から徒歩１０分（刈谷市役所）

　放課後児童クラブ    

　児童手当

分類
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